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１．【提出理由】 

当社第１２９回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引

法第２４条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第９

号の２規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２．【報告内容】 

（１）当該株主総会が開催された年月日  ２０２６年６月２３日 

（２）当該決議事項の内容 

第１号議案 定款一部変更の件 

第２号議案 取締役１１名選任の件 

         取締役として、上田良樹、永井淳、仲道賢一、武田裕之、内山浩光、

鈴木崇、内永ゆか子、栗原博、鶴正登、権田与志広、中村祐子を選任

する。 

第３号議案 監査役１名選任の件 

      監査役として、中根幹夫を選任する。 

第４号議案 監査役の報酬額改定の件 

（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、 

当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 

賛成比率 可否

第1号議案　定款一部変更の件 404,774個 2,145個 0個 99.47% 可決

第2号議案　取締役11名選任の件 上田　良樹 393,776個 13,143個 0個 96.77% 可決

永井 　淳 384,011個 22,908個 0個 94.37% 可決

仲道　賢一 397,052個 9,867個 0個 97.58% 可決

武田　裕之 397,035個 9,884個 0個 97.57% 可決

内山　浩光 396,853個 10,066個 0個 97.53% 可決

鈴木　崇 403,209個 3,710個 0個 99.09% 可決

内永　ゆか子 396,172個 10,747個 0個 97.36% 可決

栗原　博 394,608個 12,311個 0個 96.97% 可決

鶴　正登 402,712個 4,207個 0個 98.97% 可決

権田　与志広 404,299個 2,620個 0個 99.36% 可決

中村　祐子 404,276個 2,643個 0個 99.35% 可決

368,249個 38,670個 0個 90.50% 可決

第4号議案　監査役の報酬額改定の件 401,901個 4,103個 914個 96.60% 可決

決議の結果

第3号議案　監査役1名選任の件

決議事項 賛成 反対 棄権

 

（注）１．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以 

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成を要件とします。 

２．第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決  

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成を要件 

とします。 
３．第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半 

数の賛成を要件とします。 
以 上 


